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-                   
令和７年度既配分額

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤

408,129                                  67,195                  

-                   299,245                                  67,195                  

-                   53,200                                   

-                   

408,129           
今回配分予定額

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤

352,445           352,445                                  

65,150            60,522                                   

-                   4,628                                     

408,129           
配分予定額計

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤

352,445           小計　配分予定額計
（R7予備費分）

65,150            65,150                                   

-                   -                                          

825,724           -                                          

-                   -                                          

825,724                                  -                         

892,919           移替先

Ａ

Ｂ１ Ｂ３ Ｂ４

交付対象経費
国のR6補正予算分
（交付限度額①）

（推奨事業メニュー分）

国のR6補正予算分
（交付限度額②）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

給付費

国のR6補正予算分
（交付限度額③）

（令和６年度低所得世帯
支援枠等分）

事務費

国のR6補正予算分
（交付限度額④）

（給付支援サービス分）

国のR7予備費分
（交付限度額⑤）

（推奨事業メニュー分）

その他
（一般財源や補助対象

外経費等）

合計  1,786,220  1,786,220  585,839  1,000,200  82,031  -  118,150 - 

令和6年度住民税均等割非課
税世帯（3万円）

＋こども加算（2万円）
＋不足額給付

（令和６年度低所得世帯支援枠
等）

1 R6_補正 低所得 ○ ○ ○

低所得世帯支援給付金給付
事業【物価高騰対策給付金】
及び物価高騰対応重点支援
給付金給付事業（調整給付
分の不足額給付）【物価高騰
対策給付金】

Ⅱ．物価高の克服 ○ －  1,082,231  1,082,231  -  1,000,200  82,031  -  -

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の
方々の生活を維持する。
②低所得世帯への給付金及び事務費
③R6,R7の累計給付金額
令和６年度住民税均等割非課税世帯　15890世帯×30千円、子ども
加算　1872人×20千円、定額減税を補足する給付（うち不足額給付）
の対象者　41500人　(947000千円）　　のうちR7計画分
事務費　82031千円
事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　業務
委託料　人件費　として支出]
④低所得世帯等の給付対象世帯数（15890世帯）、定額減税を補足
する給付（うち不足額給付）の対象者数（41500人）

－ ○ － R7.2 R7.12
対象世帯に対して令和7年2月までに支
給を開始する

ホームページ、広報誌等
対象分野に関連し
ない R6補正（地）

（デジタル庁）
給付支援サービス

（R6補正）
2  -  -

令和６年度低所得世帯支援枠
等関連の給付費

（家計急変への横出し等・R6補
正）

3  -  -

事務費
（上乗せ・横出し）

4  -  -

5 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
子ども食堂等運営費支援事
業

Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世

帯支援

 1,500  1,500  1,500

①物価高騰の影響を受けた子ども食堂等に対し、運営費の負担軽
減を図ることを目的とし、１団体上限１０万円の補助を行うもの
②団体への補助金（備品購入費、その他運営に係る経費等）
③100千円×15団体＝1,500千円
④伊勢崎市社会福祉協議会が運営するいせさきフードネットワーク
参加団体

－ － － R7.4 R7.12
交付対象団体に対する交付率100％（15
団体）

対象団体に対し個別に説明
対象分野に関連し
ない R7当初（地）

6 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 肥料価格高騰対策事業 Ⅱ．物価高の克服 ○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 9,130  9,130  9,130

①肥料価格の高騰が高止まりし、農業経営を圧迫する環境下におい
て、化学肥料の低減にもつながる特殊肥料等の購入代の一部に対
し助成金を交付し、農業者の営農継続に寄与することを目的とするも
の。
②助成金及び事業実施に係る事務費
③事業費　9,130千円
・助成金
特殊肥料等販売額(63,000千円-63,000千円÷1.4)×50%=9,000千円
※農業物価統計における肥料総合の物価指数が139.5であることか
ら、上昇率を概ね40％と捉え、この肥料コスト上昇分の50％以内を補
助する
※令和６年６月から令和７年５月末までに購入した特殊肥料等を対
象とする。
・通信運搬費　130千円

－ － － R7.4 R8.3 交付対象農家に対する助成率100％
・過去事業の申請者及びＪＡ佐波伊勢崎等の肥
料販売業者を通じての情報提供等
・市ＨＰ等を通じた周知

肥料等農業資材 R7当初（地）

7 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 飼料高騰対策助成金事業 Ⅱ．物価高の克服 ○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 40,549  40,549  40,549

①飼料価格の高騰による畜産農業者に及ぶ影響を緩和し、その事
業の継続を支援するため、市内で畜産業を営む農業者に対し、その
事業の用に供する配合飼料の購入量に応じて助成金を交付するも
の。
②助成金及び事業実施に係る事務費
③事業費　40,549千円
助成金　40,531千円
・乳牛　　　1,371円×5,670トン＝7,773,570円
・肉用牛　 1,516円×6,790トン＝10,293,640円
・豚　　　 　1,455円×12,310トン＝17,911,050円
・採卵鶏　 2,051円×2,140トン＝4,389,140円
・ブロイラ－　1,812円×90トン＝163,080円
※対象期間：令和５年度実施事業の対象月の翌月(令和5年１０月)か
ら12か月
・事務費　通信運搬費　18千円
④本市で乳牛、肉用牛、豚、採卵鶏、ブロイラーを飼育し対象となる

－ － － R7.5 R7.7 交付対象農家に対する助成率100％
・市内畜産農業者への個別案内通知の発送
・市HP
・市内農業協同組合の協力による周知

農林水産・食品分
野 R7当初（地）

8 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○
中小企業GX推進事業費補
助金交付事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

⑦中小企業等
に対するエネ
ルギー価格高
騰対策支援

 225,610  225,610  225,610

①物価高騰の影響によるコスト増に悩む市内事業者（中小企業）が
エネルギー消費効率等の優れた省エネルギー設備を購入する際の
経費の一部を支援することで、エネルギー使用量の削減による中小
企業の負担軽減を図るもの。
②補助金及び事業実施に係る事務費
③225,610千円
　・補助金　上限200万円（補助率1/2）
　　200万円×100社＝2億円
　・事務経費　通信運搬費　110千円
　　　　　　　　  事務委託料　25,500千円
④市内で事業を営む者の競争力強化及びコスト低減による経営基
盤強化を促進し、事業活動の持続化及び地域経済の活性化を図る
ため、経済と環境の好循環を目指すグリーントランスフォーメーション
(GX)経営に取り組むために設備投資を行う中小企業者等及び個人

－ － － R7.7 R8.1
本事業を活用し設備を導入した事業者
100社

・市広報誌、市HP等
・商工会議所、商工会等を通じてのチラシ配布等

対象分野に関連し
ない R7当初（地）

9 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ ISECAプレミアムキャンペー
ン事業

Ⅱ．物価高の克服 ○
③消費下支え
等を通じた生
活者支援

 264,220  264,220  264,220

①市内の中小店舗において電子地域通貨（ISECA）で支払いを行っ
た場合に、30%（上限額6,000ポイント/人）をプレミアム分としてポイン
ト還元し、消費を下支えすることで、エネルギー・食料品価格等の物
価高騰の影響を受けた市民と市内企業への経済的支援を図る。
②補助金及び事業実施に係る事務費
③264,220千円
　・プレミアムポイント経費　240,000千円（4万人分）
　・事務経費　通信運搬費　220千円
　　　　　　　　  事務委託料　24,000千円
④電子地域通貨（ISECA）利用者

－ － － R7.7 R8.2 ISECAプレミアム分の使用率95% ・市広報誌、市HP等
・商工会議所、商工会等を通じてのチラシ配布等

対象分野に関連し
ない R7当初（地）

10 R6_補正 推奨事業 ○ ○ ○ 学校給食安定提供事業 Ⅱ．物価高の克服 ○

②エネルギー・
食料品価格等
の物価高騰に
伴う子育て世
帯支援

 44,830  44,830  44,830

①食材費が高騰する中、保護者に新たな負担を求めることなく学校
給食を安定的に提供するため、高騰する食材費の増額分を支援す
るもの。
②学校給食で提供している主食等食材費の高騰に伴い、本来は保
護者が負担することとなる食材費の高騰分を経費とする。
③44,830,000円
　食材費高騰分25円×給食人員8,966人×給食回数200回
※第3子以降学校給食費助成金が交付されている者、生活保護法の
規定により給食費の全部支給を受けている者、就学援助制度により
給食費が支給されている者、就学奨励費の支給を受けている者は除
く。
※令和７年度から給食費が無償となる中学生も対象から除く
※学校給食法の対象外である幼稚園の園児も対象から除く

－ － － R7.4 R8.3 食材価格高騰に伴い生じる保護者負担
額０円

市HP等 給食 R7当初（地）

11 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応省エネ家電買
換促進事業

米国関税措置 ○

④省エネ家電
等への買い換
え促進による
生活者支援

 44,000  44,000  44,000

①エネルギー・物価高騰の影響を受ける中、家庭におけるエネル
ギー費用負担の軽減を図るとともに、未来に向けた省エネ化・脱炭
素化を促進することを目的として、省エネ効果が高い家電製品へ買
い換えようとする市民に対し、補助金を電子地域通貨「ISECA」で交
付するもの。
②交付金及び事業実施に係る事務費（負担金、補助及び交付金、委
託料、通信運搬費等）
③44,000千円
補助金　40,000千円
　・エアコンまたは冷蔵庫・冷凍庫　20千円×2,000世帯
事務費　　4,000千円
　・通信運搬費、委託料等
④補助対象
・製品はエアコンまたは冷蔵庫
・１品の金額が３万円以上の製品を購入していること。
・購入金額（税込）の1/3以内を補助するもの。
・１世帯あたりの上限2万円までの補助とするもの。
・省エネ家電…省エネ性能の「多段階評価点」を元に当市が一定の

－ － － R7.7 R8.3 補助件数2,000件 市HP等
省エネ家電買い替
え等 R7補正（地）

12 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 水稲次期作高騰対策助成金 米国関税措置 ○
⑥農林水産業
における物価
高騰対策支援

 30,478  30,478  30,478

①物価高騰の影響による主食水稲生産者の生産意欲の減退や
耕作放棄、離農等を防ぎ、経営安定及び健全な発展を図り、
新規需要米を含む水稲の次期作支援を目的とする。
②令和8年度産の水稲作付経費(種苗・培土購入費等）
③事業費　　30,478千円
・助成金
交付単価3,500円/10a× 対象面積86,999a=30,449,650円
・通信運搬費
事業周知　対象者数 200名×140円×1回＝28,000円
④本市に在住する認定農業者および令和7年経営所得安定対策申
請者

－ － － R7.7 R8.2 助成件数200件 市HP等
対象分野に関連し
ない R7補正（地）

13 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応ひとり暮らし高
齢者等支援事業 米国関税措置 ○

③消費下支え
等を通じた生
活者支援

 6,033  6,033  6,033

①防犯意識の高まりを踏まえ、物価高騰の影響を受けている高齢者
に対し、家庭用防犯カメラ及び録画機能付きインターホンの購入費
等の一部を助成するもの。
②家庭用防犯カメラ及び録画機能付きインターホンの購入費・設置
費等（付属品の購入費用も含む）の１／２（上限額20,000円）
③6,033千円
　補助金　6,000千円（20,000円×300件）
　通信運搬費　33千円（110円×300件）
④65歳以上の在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯の

－ － － R7.7 R8.3 申請件数300件 市HP等
対象分野に関連し
ない R7補正（地）

14 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○ 物価高騰対応介護サービス
事業所支援助成金事業

米国関税措置 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

 21,019  21,019  21,019

①市内の介護サービス事業所に及ぶ物価高騰等の影響を緩和し、
サービス提供継続のための支援金を交付するもの。
②支援金及び事業実施に係る事務費（通信運搬費・振込手数料）
③21,019千円
支援金　20,900千円
・入所系・短期入所系　助成金100千円×88事業所
・通所系　助成金50千円×116事業所
・訪問系　助成金30千円×210事業所
事務費　119千円
・郵便料110円×414事業所
・振込手数料160円×1.10×414事業所
④令和7年4月1日現在で介護サービスを提供している事業所で令和
8年度以降も事業を継続する予定の事業所（居宅療養管理指導を除

－ － － R7.7 R8.3 交付対象事業所に対する申請率95％
（394事業所）

市HP等 介護サービス事業
所・施設等 R7補正（地）

15 R7_予備 推奨事業 ○ ○ ○
物価高騰対応障害者施設等
支援助成金事業 米国関税措置 ○

⑤医療・介護・
保育施設、学
校施設、公衆
浴場等に対す
る物価高騰対
策支援

 16,620  16,620  16,620

①市内の障害者施設等の物価高騰等の影響を緩和し、サービス提
供継続のための支援金を交付するもの
②支援金
③16,620千円
　・入所系事業所
　　100千円×41事業所＝4,100千円
　・通所系事業所・地域生活支援事業事業所
　　50千円×200事業所＝10,000千円
　・訪問系事業所・相談支援事業所
　　30千円×84事業所＝2,520千円
④本市で障害福祉サービス等（障害福祉サービス、障害児通所支
援、相談支援等）を提供している事業所（指定管理者を除く。）

－ － － R7.7 R8.3
交付対象の事業所に対する申請率90％
（293事業所） 市HP等

障害福祉サービス
事業所・施設等 R7補正（地）

対象外経費
に臨時交付
金を充当し
ていない

枠

企画部企画調整課担当部局課名 585,839                                           

10204

【10_群馬県】

10204_群馬県伊勢崎市

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）　交付限度額①
にかかる交付対象経費

0270-27-2707

地

方

単

独

事

業

推奨事業メ
ニュー

⑨を選択した場合、より効果がある
と考える理由

交付対象事業の名称
経済対策等との関

係 総事業費

Ｂ

都道府県・市町村コード（５桁）

Ｃ

小計　交付限度額③

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和６年度本省繰越分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（今回追加分）

国のR6補正分（給付支援サービス分）
交付限度額④　（令和●年●月通知分）

エネル
ギー・食料
品価格等の
物価高騰の
影響を受け
た生活者等
に対して事
業の効果が
直接及ぶ

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③にかかる交付対象経費

小池

都道府県区分

地方公共団体名（コード有り）

電話番号

メールアドレス

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②にかかる交付対象経費

担当者氏名

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）　交付限度額④
にかかる交付対象経費

国

の

予

算

年

度 備考3

892,919                                                                                            

備考1
(重点支援地方交
付金の追加を踏ま
えた各省庁の通知
の発出状況に定義
されている対象分

野)

自治体での予算区分

（単位：千円）

1,000,200                                         

kikaku@city.isesaki.lg.jp

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

今回配分予定額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②
今回配分予定額

国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③

今回配分予定額
国のR6補正予算分（給付支援サービス分）

交付限度額④

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

配分予定額計

今回配分予定額（配分予定額計）
令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分

※事務連絡は該当団体のみに通知

配分予定額計
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

事務費　交付限度額③
配分予定額計

国のR6補正予算分（給付支援サービス分）
交付限度額④

小計　配分予定額計
（R6経済対策分）

備考2

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分
にかかる交付対象経費

-                                                    

令和７年３月17日事務連絡に基づく追加分
交付限度額

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）
交付限度額⑤　（令和7年●月●日通知分）

国のR7予備費分（推奨事業メニュー分）　交付限度額⑤
にかかる交付対象経費

118,150                                           

小計　交付限度額（R7予備費分）

国のR6補正分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和6年度本省繰越分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（今回追加分）

配分予定額計
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和●年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和●年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和●年●月通知分）

67,195                  

交付対象経費(地方単独事業費)
（R7予備費分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（R6経済対策分）

交付対象経費(地方単独事業費)
（その他）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和●年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和●年●月通知分）

小計　交付限度額（R6経済対策分）

67,195                  

今回配分予定額
国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）

交付限度額①

-                         
令和７年度既配分額

国のR6補正予算分（推奨事業メニュー分）
交付限度額①

令和７年度既配分額
国のR6補正予算分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）

給付費　交付限度額②

67,195                  

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
給付費　交付限度額②　（令和●年●月通知分）

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（令和6年度本省繰越分）

小計　交付限度額②

国のR6補正分（令和６年度低所得世帯支援枠等分）
事務費　交付限度額③　（今回追加分）

小計　交付限度額④
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82,031                                            

事業の概要(①②③④を必ずそれぞれの項目毎に明記)
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

Ｂ２

交付限度額計

基金
事業
始期

事業
終期

総務省

成果目標（可能な限り定量的指標を設
定）

実施状況の公表等について（HP,広報紙な
ど）

特定事業者等
支援

-                                                    

個人を対象と
した給付金等

Ｎｏ

臨時の措置であ
ることが分かる
事業名称として

いる


